
１　覚醒剤事犯

２　大麻事犯

３　密輸入事犯

４　「脱法ドラッグ」

資 料 最近の薬物情勢について
平 成 26 年 4 月 18 日

警 察 庁

※「脱法ドラッグ」とは、規制薬物（覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。以下同じ。）又は指定薬物（薬事
法第２条第14項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。）に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、
規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。
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覚醒剤検挙人員（人） うち暴力団構成員等（人） 覚醒剤押収量（粉末：kg）
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大麻検挙人員（人） うち20歳代以下の若年層（人） 乾燥大麻押収量（kg）
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覚醒剤密輸入事犯における仕出国別検挙件数(25年)

薬物事犯別検挙件数

25年の「脱法ドラッグ」に係る適用法令別検挙状況

CO734438
タイプライターテキスト
資料１




